
第   号 議 案

神 戸 市 道 路 公 社 の 事 業 変 更 に つ い て 同 意 す る 件

神 戸 市 道 路 公 社 が 道 路 整 備 特 別 措 置 法 （ 昭 和 31年 法 律 第 ７ 号 ） 第 10条 第 ２ 項 第

５ 号 及 び 第 11条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 す る こ と に つ い て 同 法 第 10条 第

４ 項 及 び 第 11条 第 ４ 項 の 許 可 を 受 け る に 当 た り 、 道 路 管 理 者 で あ る 神 戸 市 に 対 し

て 、 同 法 第 16条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 公 社 か ら 次 の と お り 同 意 を 求 め ら れ た の で 、

こ れ に 同 意 す る 。  

令 和 ４ 年 ９ 月 14日 提 出

神 戸 市 長 久 元 喜 造

60
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Ⅲ　第60号議案　神戸市道路公社の事業変更について同意する件



神 道 公 第 8 7 号 

令 和 4 年 7 月 8 日 

道路管理者 神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 様 

神戸市道路公社 

理事長 三 島 功 裕 ㊞ 

 

六甲有料道路事業等の変更許可申請の同意について 

六甲有料道路事業、 六甲北有料道路事業及び六甲北有料道路２ 期事業の一部を下記のと おり 変更

するこ と について、 道路整備特別措置法（ 昭和31年法律第７ 号） 第10条第４ 項及び同法第11条第４

項の規定により 国土交通大臣の許可を受けたいので、 同法第16条第１ 項の規定により 、 あら かじ

め、 同意を求めます。  

記 

料金を次のよう に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（ 以下第１ 号及び第２ 号において

「 改正部分」 と いう 。） 及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（ 以下第１ 号及び

第３ 号において「 改正後部分」 と いう 。） については、 次のと おり と する。  

( 1) 改正部分及びこ れに順次対応する改正後部分が存在すると き は、 当該改正部分を当該改正後

部分に改める。  

( 2) 改正部分のみ存在すると きは、 当該改正部分を削る。  

( 3) 改正後部分のみ存在すると きは、 当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

（ ２ ） 障害者割引については、 以下のと おり

と する。  

 イ  割引を適用する自動車 

身体障害者福祉法（ 昭和 24 年法律第

283 号） 第 15 条第４ 項の規定により 交付

さ れている身体障害者手帳又は療育手帳

制度要綱（ 昭和 48 年９ 月 27 日厚生省発

児第 156 号厚生事務次官通知「 療育手帳

制度について」 別紙） の定める と こ ろ に

より 交付さ れている療育手帳（ 以下「 手

帳」 と いう 。） に、 社会福祉法（ 昭和 26

年法律第 45 号） 第 14 条に基づく 福祉に

（ ２ ） 障害者割引については、 以下のと おり

と する。  

 イ  割引を適用する自動車 

社会福祉法（ 昭和 26 年法律第 45 号）

第 14 条に基づく 福祉に関する事務所（ 市

町村及 び 特別区が設置 し た も のに 限

る 。） 又は当該事務所を 設置し ていない

町村において、 身体障害者福祉法（ 昭和

24 年法律第 283 号） 第 15 条第４ 項の規

定により 交付さ れている身体障害者手帳

又は療育手帳制度要綱（ 昭和48年９ 月27

日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知
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改正後 改正前 

関する事務所（ 市町村及び特別区が設置

し たも のに限る 。） 若し く は当該事務所

を 設置し ていない町村又は会社及び他の

有料道路事業者が共同で設ける 申込窓口

において、 以下の（ イ ） 又は（ ロ） の要

件を 満たすも のと し て、 神戸市道路公社

が別に定めると こ ろ により 事前に自動車

登録番号又は車両番号等必要事項の記載

の手続きがなさ れた自動車 

  （ イ ）  手帳の交付を 受けている 者が、

手帳を 携行し て自ら 運転する 自動車

のう ち 日常生活の用に供さ れ、 本人

又はそ の親族等が所有する 自動車

（ 営業用の自動車を 除く 。） で、 神戸

市道路公社が別に定めるも の 

  （ ロ ）  手帳の交付を 受けている 者のう

ち 、 重度の障害を 持つ者と し て身体

障害者福祉法施行規則（ 昭和 25 年厚

生省令第 15 号） 別表第５ 号に定める

障害の等級又は「 療育手帳制度の実

施について（ 昭和 48 年９ 月 27 日児発

第 725 号厚生省児童家庭局長通知）」

の第三に定める 障害の程度に基づき

神戸市道路公社が別に定める 者（ 以

下「 重度障害者」 と いう 。） が手帳を

携行し て乗車し 、 その移動のために

本人以外の者が運転する 自動車のう

ち 日常生活の用に供さ れ、 当該重度

障害者又はそ の親族等が所有す る

（ こ れら の者がこ れら の自動車を 所

有し ていない場合にあっ ては当該重

度障害者を 継続し て日常的に介護し

ている 者が所有する ） 自動車（ 営業

用の自動車を 除く 。） で、 神戸市道路

公社が別に定めるも の 

な お、 上記自動車がＥ Ｔ Ｃ シ ス テ ム

（ 有料道路自動料金収受システムを 使用

する料金徴収事務の取扱いに関する省令

（ 平成 11 年８ 月２ 日建設省令第 38 号。

以下「 省令」 と いう 。） 第１ 条に規定す

る 有料道路自動料金収受シ ス テ ムを い

う 。 以下同じ 。） を 利用し て無線通信に

より 料金所を 通行し 、 通行料金の納付を

行おう と する場合は、 神戸市道路公社が

別に定めると こ ろ により 事前に登録がな

さ れた、 Ｅ Ｔ Ｃ カ ード （ 省令第２ 条第２

「 療育手帳制度について」） の定める と

こ ろ によ り 交付を 受けて いる 療育手帳

（ 以下「 手帳」 と い う 。） に 、 以下の

（ イ ） 又は（ ロ ） の要件を 満たすも のと

し て、 神戸市道路公社が別に定めると こ

ろ により 事前に自動車登録番号又は車両

番号等必要事項の記載の手続き がなさ れ

た自動車 

 

  （ イ ）  手帳の交付を 受けている 者が、

手帳を 携行し て自ら 運転する 自動車

のう ち 日常生活の用に供さ れ、 本人

又はそ の親族等が所有する 自動車

（ 営業用の自動車を除く 。） で、 神戸

市道路公社が別に定めるも の 

  （ ロ ）  手帳の交付を 受けている 者のう

ち 、 重度の障害を 持つ者と し て身体

障害者福祉法施行規則（ 昭和 25 年厚

生省令第 15 号） 別表第５ 号に定める

障害の等級又は「 療育手帳制度の実

施について（ 昭和 48 年９ 月 27 日児発

第 725 号厚生省児童家庭局長通知）」

の第三に定める 障害の程度に基づき

神戸市道路公社が別に定める 者（ 以

下「 重度障害者」 と いう 。） が手帳を

携行し て乗車し 、 その移動のために

本人以外の者が運転する 自動車のう

ち 日常生活の用に供さ れ、 当該重度

障害者又はそ の親族等が所有する

（ こ れら の者がこ れら の自動車を 所

有し ていない場合にあっ ては当該重

度障害者を 継続し て日常的に介護し

ている 者が所有する ） 自動車（ 営業

用の自動車を 除く 。） で、 神戸市道路

公社が別に定めるも の 

な お、 上記自動車がＥ Ｔ Ｃ シ ス テ ム

（ 有料道路自動料金収受システムを使用

する料金徴収事務の取扱いに関する省令

（ 平成 11 年８ 月２ 日建設省令第 38 号。

以下「 省令」 と いう 。） 第１ 条に規定す

る 有料道路自動料金収受シ ス テ ムを い

う 。 以下同じ 。） を 利用し て無線通信に

より 料金所を 通行し 、 通行料金の納付を

行おう と する場合は、 神戸市道路公社が

別に定めると こ ろ により 事前に登録がな

さ れた、 Ｅ Ｔ Ｃ カ ード （ 省令第２ 条第２
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改正後 改正前 

項の規定に基づき 東日本高速道路株式会

社、 首都高速道路株式会社、 中日本高速

道路株式会社、 西日本高速道路株式会

社、 阪神高速道路株式会社及び本州四国

連絡高速道路株式会社が公告し たＥ Ｔ Ｃ

システム利用規程（ 以下「 利用規程」 と

いう 。） 第３ 条第１ 号に規定する Ｅ Ｔ Ｃ

カ ード を い う 。 以下同じ 。） と 車載器

（ 利用規程第３ 条第１ 号に規定する車載

器を いう 。 以下同じ 。） を と も に使用す

る場合に限る。  

 また、 上記（ イ ） 又は（ ロ） の要件を

満たす自動車以外の自動車であっ ても 、

神戸市道路公社が別に定めるも のについ

ては、 神戸市道路公社が別に定めると こ

ろ により 本割引を 適用するも のと する。

ただし 、 当該自動車がＥ Ｔ Ｃ システムを

利用し て無線通行により 料金所を 通行し

通行料金の支払を 行おう と する 場合は、

神戸市道路公社が別に定める方法により

通行する場合に限る。  

 ロ 割引率 

   料金の割引率は、 50％以下と する。  

 ハ 実施期日 

   神戸市道路公社が別に定める 日から 実

施し 、 それまでの間は従前のと おり と す

る。  

注） 神戸市道路公社が別に定めると は、「 有

料道路における 障害者割引措置実施要

領」 をいう 。  

 

項の規定に基づき 東日本高速道路株式会

社、 首都高速道路株式会社、 中日本高速

道路株式会社、 西日本高速道路株式会

社、 阪神高速道路株式会社及び本州四国

連絡高速道路株式会社が公告し たＥ Ｔ Ｃ

システム利用規程（ 平成 18 年 10 月 25

日。 以下「 利用規程」 と いう 。） 第３ 条

第１ 号に規定するＥ Ｔ Ｃ カ ード を いう 。

以下同じ 。） と 車載器（ 利用規程第３ 条

第１ 号に規定する車載器を いう 。 以下同

じ 。） をと も に使用する場合に限る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 割引率 

   料金の割引率は、 50％以下と する。  

 

 

 

 

注） 神戸市道路公社が別に定めると は、「 有

料道路に おける 障害者割引措置実施要

領」（ 平成 15 年７ 月 30 日） をいう 。  
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神 道 公 第 8 8 号 

令 和 4 年 7 月 8 日 

道路管理者 神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 様 

神戸市道路公社 

理事長 三 島 功 裕 ㊞  

 

西神戸有料道路事業の変更許可申請の同意について 

西神戸有料道路事業の一部を下記のと おり 変更するこ と について、 道路整備特別措置法（ 昭和31

年法律第７ 号） 第10条第４ 項の規定により 国土交通大臣の許可を受けたいので、 同法第16条第１ 項

の規定により 、 あら かじ め、 同意を求めます。  

記 

料金を次のよう に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（ 以下第１ 号及び第２ 号において

「 改正部分」 と いう 。） 及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（ 以下第１ 号及び

第３ 号において「 改正後部分」 と いう 。） については、 次のと おり と する。  

( 1) 改正部分及びこ れに順次対応する改正後部分が存在すると き は、 当該改正部分を当該改正後

部分に改める。  

( 2) 改正部分のみ存在すると きは、 当該改正部分を削る。  

( 3) 改正後部分のみ存在すると きは、 当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

（ ３ ） 障害者割引については、 以下のと おり

と する。  

 イ  割引を適用する自動車 

身体障害者福祉法（ 昭和 24 年法律第

283 号） 第 15 条第４ 項の規定により 交付

さ れている身体障害者手帳又は療育手帳

制度要綱（ 昭和 48 年９ 月 27 日厚生省発

児第 156 号厚生事務次官通知「 療育手帳

制度について」 別紙） の定める と こ ろ に

より 交付さ れている療育手帳（ 以下「 手

帳」 と いう 。） に、 社会福祉法（ 昭和 26

年法律第 45 号） 第 14 条に基づく 福祉に

関する事務所（ 市町村及び特別区が設置

し たも のに限る 。） 若し く は当該事務所

（ ３ ） 障害者割引については、 以下のと おり

と する。  

 イ  割引を適用する自動車 

社会福祉法（ 昭和 26 年法律第 45 号）

第 14 条に基づく 福祉に関する事務所（ 市

町村及 び 特別区が設置 し た も のに 限

る 。） 又は当該事務所を 設置し ていない

町村において、 身体障害者福祉法（ 昭和

24 年法律第 283 号） 第 15 条第４ 項の規

定により 交付さ れている身体障害者手帳

又は療育手帳制度要綱（ 昭和48年９ 月27

日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知

「 療育手帳制度について」） の定める と

こ ろ によ り 交付を 受けて いる 療育手帳
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改正後 改正前 

を 設置し ていない町村又は会社及び他の

有料道路事業者が共同で設ける 申込窓口

において、 以下の（ イ ） 又は（ ロ） の要

件を 満たすも のと し て、 神戸市道路公社

が別に定めると こ ろ により 事前に自動車

登録番号又は車両番号等必要事項の記載

の手続きがなさ れた自動車 

  （ イ ）  手帳の交付を 受けている 者が、

手帳を 携行し て自ら 運転する 自動車

のう ち 日常生活の用に供さ れ、 本人

又はそ の親族等が所有する 自動車

（ 営業用の自動車を 除く 。） で、 神戸

市道路公社が別に定めるも の 

  （ ロ ）  手帳の交付を 受けている 者のう

ち 、 重度の障害を 持つ者と し て身体

障害者福祉法施行規則（ 昭和 25 年厚

生省令第 15 号） 別表第５ 号に定める

障害の等級又は「 療育手帳制度の実

施について（ 昭和 48 年９ 月 27 日児発

第 725 号厚生省児童家庭局長通知）」

の第三に定める 障害の程度に基づき

神戸市道路公社が別に定める 者（ 以

下「 重度障害者」 と いう 。） が手帳を

携行し て乗車し 、 その移動のために

本人以外の者が運転する 自動車のう

ち 日常生活の用に供さ れ、 当該重度

障害者又はそ の親族等が所有す る

（ こ れら の者がこ れら の自動車を 所

有し ていない場合にあっ ては当該重

度障害者を 継続し て日常的に介護し

ている 者が所有する ） 自動車（ 営業

用の自動車を 除く 。） で、 神戸市道路

公社が別に定めるも の 

な お、 上記自動車がＥ Ｔ Ｃ シ ス テ ム

（ 有料道路自動料金収受システムを 使用

する料金徴収事務の取扱いに関する省令

（ 平成 11 年８ 月２ 日建設省令第 38 号。

以下「 省令」 と いう 。） 第１ 条に規定す

る 有料道路自動料金収受シ ス テ ムを い

う 。 以下同じ 。） を 利用し て無線通信に

より 料金所を 通行し 、 通行料金の納付を

行おう と する場合は、 神戸市道路公社が

別に定めると こ ろ により 事前に登録がな

さ れた、 Ｅ Ｔ Ｃ カ ード （ 省令第２ 条第２

項の規定に基づき 東日本高速道路株式会

社、 首都高速道路株式会社、 中日本高速

（ 以下「 手帳」 と い う 。） に 、 以下の

（ イ ） 又は（ ロ ） の要件を 満たすも のと

し て、 神戸市道路公社が別に定めると こ

ろ により 事前に自動車登録番号又は車両

番号等必要事項の記載の手続き がなさ れ

た自動車 

 

  （ イ ）  手帳の交付を 受けている 者が、

手帳を 携行し て自ら 運転する 自動車

のう ち 日常生活の用に供さ れ、 本人

又はそ の親族等が所有する 自動車

（ 営業用の自動車を除く 。） で、 神戸

市道路公社が別に定めるも の 

  （ ロ ）  手帳の交付を 受けている 者のう

ち 、 重度の障害を 持つ者と し て身体

障害者福祉法施行規則（ 昭和 25 年厚

生省令第 15 号） 別表第５ 号に定める

障害の等級又は「 療育手帳制度の実

施について（ 昭和 48 年９ 月 27 日児発

第 725 号厚生省児童家庭局長通知）」

の第三に定める 障害の程度に基づき

神戸市道路公社が別に定める 者（ 以

下「 重度障害者」 と いう 。） が手帳を

携行し て乗車し 、 その移動のために

本人以外の者が運転する 自動車のう

ち 日常生活の用に供さ れ、 当該重度

障害者又はそ の親族等が所有する

（ こ れら の者がこ れら の自動車を 所

有し ていない場合にあっ ては当該重

度障害者を 継続し て日常的に介護し

ている 者が所有する ） 自動車（ 営業

用の自動車を 除く 。） で、 神戸市道路

公社が別に定めるも の 

な お、 上記自動車がＥ Ｔ Ｃ シ ス テ ム

（ 有料道路自動料金収受システムを使用

する料金徴収事務の取扱いに関する省令

（ 平成 11 年８ 月２ 日建設省令第 38 号。

以下「 省令」 と いう 。） 第１ 条に規定す

る 有料道路自動料金収受シ ス テ ムを い

う 。 以下同じ 。） を 利用し て無線通信に

より 料金所を 通行し 、 通行料金の納付を

行おう と する場合は、 神戸市道路公社が

別に定めると こ ろ により 事前に登録がな

さ れた、 Ｅ Ｔ Ｃ カ ード （ 省令第２ 条第２

項の規定に基づき 東日本高速道路株式会

社、 首都高速道路株式会社、 中日本高速
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改正後 改正前 

道路株式会社、 西日本高速道路株式会

社、 阪神高速道路株式会社及び本州四国

連絡高速道路株式会社が公告し たＥ Ｔ Ｃ

システム利用規程（ 以下「 利用規程」 と

いう 。） 第３ 条第１ 号に規定する Ｅ Ｔ Ｃ

カ ード を い う 。 以下同じ 。） と 車載器

（ 利用規程第３ 条第１ 号に規定する車載

器を いう 。 以下同じ 。） を と も に使用す

る場合に限る。  

 また、 上記（ イ ） 又は（ ロ） の要件を

満たす自動車以外の自動車であっ ても 、

神戸市道路公社が別に定めるも のについ

ては、 神戸市道路公社が別に定めると こ

ろ により 本割引を 適用するも のと する。

ただし 、 当該自動車がＥ Ｔ Ｃ システムを

利用し て無線通行により 料金所を 通行し

通行料金の支払を 行おう と する 場合は、

神戸市道路公社が別に定める方法により

通行する場合に限る。  

 ロ 割引率 

   料金の割引率は、 50％以下と する。  

 ハ 実施期日 

   神戸市道路公社が別に定める 日から 実

施し 、 それまでの間は従前のと おり と す

る。  

注） 神戸市道路公社が別に定めると は、「 有

料道路における 障害者割引措置実施要

領」 をいう 。  

 

道路株式会社、 西日本高速道路株式会

社、 阪神高速道路株式会社及び本州四国

連絡高速道路株式会社が公告し たＥ Ｔ Ｃ

システム利用規程（ 平成 18 年 10 月 25

日。 以下「 利用規程」 と いう 。） 第３ 条

第１ 号に規定するＥ Ｔ Ｃ カ ード を いう 。

以下同じ 。） と 車載器（ 利用規程第３ 条

第１ 号に規定する車載器を いう 。 以下同

じ 。） をと も に使用する場合に限る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 割引率 

   料金の割引率は、 50％以下と する。  

 

 

 

 

注） 神戸市道路公社が別に定めると は、「 有

料道路に おける 障害者割引措置実施要

領」（ 平成 15 年７ 月 30 日） をいう 。  
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理    由 

道 路 整 備 特 別 措 置 法 第 16 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 経 る 必 要 が あ る

た め 。   
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（ 参 考）  

道路整備特別措置法 ぬき がき 

（ 地方道路公社の行う 一般国道等の新設又は改築）  

第10条 地方道路公社は、 一般国道（ その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると 認めら れ

るも のに限る。 ） 、 都道府県道又は市町村道（ こ れら の道路のう ち、 第12条第１ 項に規定する道路網を構成し ている道

路を除き、 高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により 著し く 利益を受ける

も のに限る。 ） について、 道路法第12条、 第15条、 第16条第１ 項若し く は第２ 項本文、 第17条第１ 項から 第３ 項まで若

し く は第88条第２ 項の規定又は同法第16条第２ 項ただし 書若し く は第19条第１ 項の規定に基づき成立し た協議（ 同法第

16条第４ 項又は第19条第４ 項の規定により 成立し たも のと みなさ れる協議を含む。 ） による管理の方法の定めにかかわ

ら ず、 国土交通大臣の許可を受けて、 当該道路を新設し 、 又は改築し て、 料金を徴収するこ と ができる。  

２  地方道路公社は、 前項の許可を受けよう と すると き は、 設計図その他国土交通省令で定める書面を添付し て、 次に掲

げる事項を記載し た申請書を国土交通大臣に提出し なければなら ない。  

( 1) ～( 4)  ［ 略］  

( 5)  料金 

( 6)  ［ 略］  

３  ［ 略］  

４  地方道路公社は、 第１ 項の許可を受けた後、 第２ 項第１ 号、 第２ 号、 第５ 号又は第６ 号に掲げる事項を変更し よう と

すると きは、 国土交通大臣の許可を受けなければなら ない。  

５ ～７  ［ 略］  

（ 地方道路公社の行う 料金の徴収の特例）  

第11条 地方道路公社は、 前条第１ 項の許可（ 同条第4項の許可を含む。 以下同じ 。 ） を受けて料金を徴収し ている２ 以

上の道路につき、 次に掲げる要件に適合する場合には、 国土交通大臣の許可を受けて、 こ れら の道路を１ の道路と し て

料金を徴収するこ と ができ る。  

( 1)  当該２ 以上の道路が、 通行者又は利用者が相当程度共通であり 、 又は相互に代替関係にあるこ と により 、 交通上 

密接な関連を有すると 認めら れるこ と 。  

( 2)  当該２ 以上の道路についての料金の徴収を一体と し て行う こ と が適当であると 認めら れる特別の事情があるこ と 。  

２  地方道路公社は、 前項の許可を受けよう と すると き は、 国土交通省令で定める書面を添付し て、 次に掲げる事項を記

載し た申請書を国土交通大臣に提出し なければなら ない。  

( 1)  ［ 略］  
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( 2)  料金 

( 3)  ［ 略］  

３  ［ 略］  

４  地方道路公社は、 第１ 項の許可を受けた後、 第２ 項第２ 号又は第３ 号に掲げる事項を変更し よう と すると きは、 国土

交通大臣の許可を受けなければなら ない。  

５ 、 ６  ［ 略］  

（ 道路管理者の同意等）  

第16条 地方道路公社は、 第10条第１ 項の許可、 第11条第１ 項の許可（ 同条第４ 項の許可を含む。 以下同じ 。 ） 、 第12条

第１ 項の許可、 第13条第１ 項の認可又は前条第１ 項の許可（ 同条第４ 項の許可を含む。 以下同じ 。 ） を受けよう と する

と きは、 あら かじ め、 当該許可又は認可に係る道路の道路管理者（ 国土交通大臣である道路管理者を除く 。 ） の同意を

得なければなら ない。  

２  道路管理者は、 前項の同意をし よう と すると き（ 第 12 条第２ 項第２ 号の工事実施計画又は第 13 条第２ 項第２ 号の料

金若し く は同項第３ 号の料金の徴収期間について同意をし よう と すると きを除く 。 ） は、 あら かじ め、 道路管理者であ

る地方公共団体の議会の議決を経なければなら ない。  
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神戸市道路公社の事業変更について同意する件 

 

本件は、神戸市道路公社が西神戸有料道路、六甲有料道路等に関する事業を変更することについて

本市が同意するにあたり、道路整備特別措置法第10条第４項及び同法第11条第４項の規定により、議

会の議決を得ようとするもの 

 

１．変更の趣旨 

令和４年３月31日付けで国土交通省より各高速道路会社と各指定都市高速道路公社へ通知のあった

障がい者割引制度における利用要件の緩和及びオンラインによる申請手続きの導入を可能とするため、

神戸市道路公社が「料金の額」に関する事業計画を変更するもの 

 

２．事業計画を変更する事項の概要 

（１）障がい者割引制度における１人１台要件の緩和 

障がい者１人につき事前登録された車両１台に限定されている割引について、身体障がい者自らが運転する

場合または重度の障がい者が同乗する場合においては、事前登録されていない車両も対象とするよう変更する

もの 

 

（２）障がい者割引制度におけるオンラインによる申請手続きの導入 

高速道路会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口を設置し、オンライン申請により障がい者割

引を受けるための手続きを可能とするもの 

 

参考資料 
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